
職員会議資料                                                 令和７年４月 

令和７年度 南佐渡中学校部活動計画 
 
                                       部活動担当 
 
１ ねらい 
 集団活動を通して、望ましい人間関係を育むとともに、体力の向上と技能の習熟を図る。 
 
２ 基本原則 
(1) 完全希望制とする。 
    ※原則として途中の変更はしないが、特別な事情がある場合は考慮する。 

３年間継続して活動できるように指導・援助する。 
(3) 顧問は職員全体で分担し、指導する。 
 
３  努力事項 
(1) お互いの人格を尊重し、健全な仲間意識を育てる。 
(2) 生徒に各種大会の参加機会を与え、練習の成果を発揮させる。 
(3)  効果的、能率的、自主的に活動できるよう指導する。 
 (4) 体力つくりに粘り強く取り組ませ、体力の向上を図る。 
 
４ 組 織 
 
    校長    部活動主任    顧問会議・部長会議  
 
  (1) 常設の部      ※主・副顧問や男女部の割り振り等は顧問で相談してください。 

   部 活 動 名     顧 問 集会室 活動場所 

野球  木 村 ・ 神 蔵 ２年１組 グラウンド 

男子バスケットボール 濱 田 ・ 長 

（部活動指導員 椎野さん） 

１年１組 体育館（ステージ側） 

女子バスケットボール １年２組 

男子ソフトテニス 水 野 ・ 猪 俣 ・ 田 中 ３年１組 テニスコート 

女子ソフトテニス ３年２組 

バドミントン 室 岩・柳 嶋 ・ 石 川 

（外部指導者 舘巌さん） 

美術室 体育館（入り口側） 

卓球 多 川・鼻 﨑 ２年２組 ギャラリー 

音楽 小 野 ・ 長 井 

部活動指導員 

吹：中務さん リ：海老名さん 

音楽室 音楽室 

 
  (2)  特設部  （時期により活動を行い、大会等に参加する。）   

部 活 動 名 顧 問 活動期間 活動内容・大会等 

陸上競技 石・猪・濱 ４～  ７月 佐渡市陸上大会、地区・県大会 

駅伝競走 石・猪・濱 ７～１１月 佐渡市駅伝大会、地区・県大会 

宿根木観光 

 ボランティアガイド 

木村 

（全職員） 

７月～８月 

夏休み中 

宿根木地区についての事前学習 

宿根木地区での観光案内 

吹奏楽 長井・小野 

吹：中務さん  

リ：海老名さん 

通 年 文化祭や地域イベントでの演奏 

リコーダー 通 年 全国リコーダーコンテストへの出場を

目指した活動 

 

 



※卓球部は、赤泊中で卓球部として活動していた現２年生・３年生のみが継続して活

動する。 

※宿根木ボランティアガイドは、事前に希望を調査し、活動計画を提案する。 

※リコーダー部と吹奏楽部は、他の部活動と兼ねて所属し、年間を通して活動することが

できる。（希望者がいれば活動する） 

 

５  申し合わせ事項 
(1) 入部・転部について 

・「部活動加入用紙」の提出をもって正式に入部とする。 
年度途中の特設部への入部についても、「部活動加入用紙」の提出を必要とする。 

・特別な事情があり転部する場合は「部活動転部願」を提出する。 
 
(2) 活動時間等について 
  （各部ごとに年間活動計画の作成と保護者への配布、市教委への実績報告を行う。） 

① 平日  ・通年     ～１７：００（ＳＢ １７：１０発） 
※ 原則木曜日を活動休止日とする。（通年） 
※ 活動時間は、平日は１,５時間程度、週休日は３時間程度とする。 
※ 平日の休養日の変更は、その週の中で補う。 

  ② 週休日等    活動時間 ８：３０～１１：３０  
・原則、土曜日の午前に活動し、日曜日は休止日とする。 

※ 土曜日はスクールバスが運行する。（８：３０着・１１：４５発） 
・活動を行う場合は、事前に申し出て、顧問の指導のもとに行う。 

      ・佐渡市地域クラブ活動の活動日は原則活動禁止 

   ③ 長期休業  （活動時間 週休日に準ずる。） 
◎休業前に計画を立てて実施する。 

 
(3)  テスト前の活動停止   

定期テスト・・・７日前より。（週休日も含む） 
   ※中体連主催大会に限り、テスト７日前であっても保護者の応諾をとった上で活動を可

能とする。 
 
(4)  活動優先日 

① 原則毎週水曜日を音楽部の活動優先日とする。（特設部として活動している場合） 
  但し、各部の状況に合わせて変更可能。（顧問間で相談） 

 
(5)  大会や発表会への参加および参加費用について 

① 大会参加や練習試合等は、校長の許可を得て、参加計画を作成し、生徒・保護者に 
連絡をする。 

② 大会等の結果は、全校朝会等で賞状伝達をする。 
③ 中体連関係、特設部、文化部の大会参加費は、文体補助金・ＰＴＡから補助する。 
④ 中体連主催以外の大会の参加計画には、主催者名を明記する。 
⑤ 土日ともに大会があった場合の週休日を設ける。 

    
 (6) その他 

① 定例の部活動会議は、年１回（４月）に開催する。 
② 適宜、部長会議、顧問会議を開き、連絡・調整等を行う。  
③ 顧問は、出席確認などの部員の動向を把握し、適切な指導をする。 
④ 顧問は、できる限り練習に立ち会い指導を行う。不可能な場合は、練習開始時の 

出欠確認、練習内容の指示、および終了時のまとめには極力出向くようにする。 
⑤ 事故やけが発生した場合には、直ちに校長（教頭）に報告するとともに、応急処  

    置をして家庭連絡をする。 
⑥ 個人の荷物は部ごとに指定された場所にきちんと並べて置く。 
⑦ 練習終了後は、清掃、後始末、戸締まりを確実に実施する。 
⑧ 冬期間１２月～３月には、体育館の使用割り当てを作成する。 



 
(7) 大会等での生徒の輸送について 
① 中体連主催、教育委員会共催等の大会はスクールバスを使用することができる。 
② スクールバスの手配は、運転手に予定を確認の上、教育委員会へ申請書を提出する。 

  ③ 中体連の大会は、部活動担当で一括して輸送計画を立てる。 
  
 (8) 社会体育の活動に参加している生徒の取り扱いについて 
   ① 部活動への参加 
     ・他の生徒と同じく、学校の部活動にも加入させ活動できる。 
  ② 中体連の大会への参加について 
     ・社会体育（クラブチーム）か、所属している部活動のどちらかで参加が可能。 
   ※クラブチームでの参加の場合、中体連への申請が必要。 
 
 (9) 協会・連盟等への登録について 
  ① 中体連主催大会の参加について、協会・連盟等の登録は必要ない種目が多いが、陸上競

技は陸上競技連盟への登録が必要。 
  ② 中体連主催以外の大会によって協会・連盟登録していないと参加できない場合がある。 

各部で確認し、必要に応じて登録する。 
  ③ 団体登録費については、ＰＴＡ生徒活動費より補助してもらう。 
  ④ 個人登録費は、自己負担とする（特設部も含む）。保護者宛の文書を配布し希望をとっ

た上で手続きを行う。（強制的に全員を登録するようなことは避ける。） 
※ 登録することの必要性が分かるように明記する。 

 
 (10) 市体育施設の利用について（Ｂ＆Ｇ体育館・佐渡市陸上競技場等） 
  ① 各顧問で所定の利用申請を行い、使用する。 
  ② 各施設の使用にきまり等を守る。 
  ③ 私物は置いておかない。（靴・部の道具など） 
 
 
６ 本年度の部活動編成の手順 

(1) 部活動参加申込書配布（２・３年）                      ４月 ８日（火） 
(2) ２・３年生所属確認締め切り                             ４月１１日（金） 
(3) 生徒会オリエンテーション（部活動紹介）           ４月１４日（金） 
(4) １年生 部活体験開始 部活動参加申込書配布             ４月 ９日（水）～ 
(5) １年生 希望・所属確認締め切り                ４月１８日（金） 
(6) 部活動会議                           ４月２１日（月） 
   
◎１年生の扱いについて 

    仮入部期間は、生徒の希望する部活動に参加する。 
     ※いろいろな部に参加して活動しても良い。 
    ※仮入部期間の週休日は部活動に参加しない。 
 

 


